
建築士事務所の【新規】登録に必要な書類一覧 （ 法人・個人 ） 

正・副各一部作成してお送りください。各様式は当協会 HPからダウンロード可能です。 

登録手続き完了後に当協会から副本を宅急便でお送りしますので、返信用封筒等は不要です 

１．建築士事務所登録申請書・正             ※ダウンロード可 

（第五号書式：第一面「申請書」、第二面「所属建築士名簿」、第三面「役員名簿」） 

  ・申請書・正の裏面もしくは別紙に申請手数料の振込用紙写しを添付 

２．建築士事務所登録通知書・副（第 5号様式）       ※ダウンロード可 

３．業務概要書（添付書類(イ))               ※ダウンロード可 

  ・廃業→新規登録の場合のみ必要（過去 5 年分を 1 枚程度に記入） 

４．略歴書（添付書類（ロ））                ※ダウンロード可 

  ・登録申請者及び管理建築士のもの（同一の場合は１通のみで構いません） 

５．誓約書（添付書類(ハ)）                                ※ダウンロード可 

６．定款および商業登記簿謄本 ※申請者が法人の場合 

  ・定款（代表者による原本の写であることの証明（奥書証明）のあるもの） 

  ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書：最近 6 か月以内の原本) 

※定款及び登記の目的に「建築設計及び工事監理業務」についての記載が必要です。 

７．建築士免許証の写し 

８．管理建築士資格取得講習（法定講習）修了証の写し 

９．住民票（原本） 

10．管理建築士の専任制を確認する書類 ※①～②いずれか 

  ・法人の場合                             ・個人の場合 

① 社会保険・標準月額決定書の写し      ①退職証明書の写し 等 

② 雇用契約書(採用証明書)の写し      

  ③ 退職証明書の写し 等    

11．建築士事務所の案内図 

12．建築士事務所の外観、事務所内部の写真 

 

○申請手数料 ※次の指定金融機関へのお振込みください。 

・金融機関：東邦銀行 県庁支店 

・口座番号：普通預金 １４０６３８６ 

・加入者名：一般社団法人福島県建築士事務所協会 会長 安藤 正道  

シャ）フクシマケンケンチクシジムショキョウカイ カイチョウ アンドウ マサミチ 

・手数料：一級建築士事務所    24,000円（非課税） 

二級・木造建築士事務所 24,000円（非課税） 

 

○申請窓口  

・受付方法：対面（書類受領のみ）または郵送（郵送の場合は配達記録の残る方法） 

・受付場所：一般社団法人 福島県建築士事務所協会 

〒960-8061 福島県福島市五月町 4-25 福島県建設センター5階 

TEL:024-521-4033 FAX:024-521-5087 


